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船舶事故調査報告書 

 

                              令和４年５月１１日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 令和３年３月６日 １４時１５分ごろ 

発生場所 鹿児島県南大隅
みなみおおすみ

町立
たつ

目
め

埼北東方沖 

 根
ね

占
じめ

港北防波堤灯台から真方位２１４°３.７海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３１°１０.０′ 東経１３０°４３.０′） 

事故の概要  遊漁船あき丸は、北北東進中、また、漁船早
さ

苗
なえ

丸は、漂泊中、両船

が衝突した。 

 早苗丸は、船長が負傷し、右舷中央部外板に亀裂等を生じ、また、

あき丸は、船首部船底外板に擦過傷等を生じた。 

事故調査の経過  令和３年３月１７日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 遊漁船 あき丸、７.３トン 

   ＫＧ２－７００５（漁船登録番号）、個人所有 

   １２.８０ｍ（Lr）×３.００ｍ×０.８６ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、３８２.４６kＷ、平成１２年４月７日 

   第２９２－３４０５０号（船舶検査済票の番号） 

Ｂ 漁船 早苗丸、０.８トン 

   ＫＧ３－６０３４８（漁船登録番号）、個人所有 

   ５.５６ｍ（Lr）×１.９２ｍ×０.７３ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関（船外機）、３０kＷ（動力漁船登録票による）、

令和２年７月２６日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ ４１歳 

   一級小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日  平成１９年２月２１日 

    免許証交付日 令和２年２月２７日 

           （令和７年３月２５日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ ６６歳 

   二級小型船舶操縦士 

    免許登録日  平成２１年８月１１日 

    免許証交付日 平成３０年９月２５日 

           （令和６年８月１１日まで有効） 
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 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 軽傷 １人（船長Ｂ） 

 損傷 Ａ 船首部船底外板に擦過傷、プロペラに曲損 

Ｂ 右舷中央部外板に破口を伴う亀裂等 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 東、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の中央期 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、釣り客６人を乗せ、遊漁の目的

で、令和３年３月６日０５時００分ごろ立目埼北西方沖の釣り場に向

けて鹿児島県鹿
かの

屋
や

市高
たか

須
す

港を出港した。 

Ａ船は、０６時３０分ごろ立目埼北西方沖の釣り場で遊漁を始め、

１３時３０分ごろ遊漁を終えて帰途についた。 

船長Ａは、Ａ船の操舵室の舵輪前に設置された椅子に腰を掛け、Ｇ

ＰＳプロッターを作動させ、１.５Ｍレンジとしたレーダー及び目視

で見張りを行いながら手動操舵により操船に当たり、約１７～１８ノ

ット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）でＡ船を北東進させた。 

Ａ船は、船長Ａが立目埼北西方沖から南大隅町伊
い

座敷
ざ し き

漁港沖にかけ

て釣り船が多く集まっているので周囲に注意しながら航行し、それら

の船舶を通過した後、１４時１３分ごろ高須港に向けて左舵を取ろう

とレーダー映像及び目視で確認したが、前路に航行の支障となる他船

を認めず、高須港に向けて北北東進した。 

船長Ａは、船首方に船首浮上による死角が生じた状態で、時折、レ

ーダー画面を見ながら航行を続けていたもののＢ船に気付かず、同じ

針路、速力で航行中、船首方にいた釣り客らが船長Ａに何か言いなが

ら手で合図を送っているので、流木か何かあるのかと思い、減速して

間もなく、１４時１５分ごろ衝撃を感じた。 

船長Ａは、衝撃を感じて主機を中立運転とし、左舷船尾方に海中に

落ちた船長ＢとＢ船を認め、Ｂ船と衝突したことに気付き、船長Ｂと

釣り客の負傷の有無を確認した後、本事故の発生を携帯電話で海上保

安庁に通報した。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、１本釣り漁の目的で、０７時０

０分ごろ立目埼北東方沖の漁場に向けて鹿児島県錦江
きんこう

町大
おお

根
ね

占
じめ

港を出

港した。 

船長Ｂは、０７時３０分ごろ、目的の漁場で主機を停止し、船首を

東方に向けて、船首部からパラシュート型シーアンカーを投入して漂

泊しながら左舷船尾部の物入れの上に腰を掛け、北方を向いて釣りを

始めた。 

船長Ｂは、１４時１２分ごろ、帰港する時刻になったので、釣り竿
ざお

を左手で持ち、釣りをしながら道具等の片付けを始めた際、右舷船尾

方に北進して来るＡ船を視認したが、ふだん航行中の他船が漂泊中の

Ｂ船を避けていたので、Ａ船が漂泊中のＢ船を避けてくれると思い、
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道具等の片付けを続けた。 

船長Ｂは、再度右舷方を見たところ、依然としてＡ船が接近してく

るので、慌てて立ち上がり大声を出して手を振って合図を送ったが、

更にＡ船が接近し、Ｂ船の右舷中央部とＡ船の船首部とが衝突した。 

 船長Ｂは、衝突の衝撃で海に投げ出された後、ベスト型の膨張式救

命胴衣が作動して海面に浮き上がり、泳いでＡ船に近づいて自力でＡ

船に乗り込み、お互いの連絡先を交換した後、Ａ船が手配した船舶で

大根占港に戻り、Ｂ船は、Ａ船が手配した別の船舶で高須港にえい
．．

航

された。 

船長Ｂは、２日後、病院を受診したところ、尾骨部打撲傷、左手掌

切創と診断された。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真１ Ａ船、写真２ 衝突時の状

況 参照）  

 その他の事項 Ａ船は、本事故当時、約１７～１８knの速力で航行中、操舵室の舵輪

前に設置された椅子に腰を掛けた姿勢で船首方を見たとき、船首が浮

上して船首方に約１０°の死角を生じる状態であった。 

船長Ａは、ふだん操舵室の窓から顔を出したり、操舵室の横の通路

に出たりして死角を補う見張りを行っていたが、本事故当時は、釣船

の集団を通過した安心感と高須港に向けて左舵を取る際、前路に航行

の支障となる他船を認めなかったので、死角を補う見張りを行ってい

なかった。 

船長Ａは、レーダー画面と目視による見張りを行っていたものの、Ｂ

船がレーダーに映らず、本事故当日は晴れており海面反射等で、目視で

も船首方にいるＢ船に気付かなかったと本事故後に思った。 

本事故当時、船長Ａ及びＡ船の釣り客は、いずれも救命胴衣を着用し

ていた。 

Ｂ船は、和船型の漁船で、死角はなく、汽笛等の有効な音響信号設備

は有していなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ あり、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船は、船首浮上で船首方に死角がある状態でレーダー画面と目視

による見張りを行いながら立目埼北東方沖を北北東進中、船長Ａが、

前路に航行の支障となる他船はいないと判断し、同じ針路、速力で航

行を続けたことから、前路で漂泊中のＢ船に気付かず、Ｂ船と衝突し

たものと考えられる。 

船長Ａは、レーダー画面と目視による見張りを行っていたものの、Ｂ

船がレーダーに映らず、本事故当日は晴れており海面反射等で、目視で

も船首方にいるＢ船に気付かなかったことから、前路に他船はいないと
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判断したものと考えられる。 

船長Ａは、釣船の集団を通過した安心感と、左舵を取る際に前路に

航行の支障となる船舶を認めなかったことから、死角を補う見張りを

行わなかったものと考えられる。 

 Ｂ船は、立目埼北東方沖において漂泊中、船長Ｂが、北上するＡ船

に気付いたものの、航行中のＡ船が漂泊中のＢ船を避けてくれると思

い道具等の片付けを行いながら漂泊を続けたことから、衝突を避ける

ための措置を取るのが遅れ、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

 船長Ｂは、ふだん航行中の他船が漂泊中のＢ船を避けていたので、

航行中のＡ船が漂泊中のＢ船を避けてくれると思ったものと考えられ

る。 

原因  本事故は、立目埼北東方沖において、Ａ船が船首方に死角がある状

態でレーダー画面と目視による見張りを行いながら北北東進中、Ｂ船が

漂泊中、船長Ａが、前路に航行の支障となる他船はいないと判断し、

同じ針路、速力で航行を続け、また、船長Ｂが、航行中のＡ船が漂泊

中のＢ船を避けてくれると思い、道具等の片付けを行いながら漂泊を

続けたため、両船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船長は、航行中、船首の浮上で船首方に死角を生じ、レーダー上

の映像で他船の動向を確認する場合、レーダーでも他船の映像を

認めない場合があるので、前路に他船はいないと思わず、時折、

船首を左右に振ったり、窓から顔を出したりして死角を補い、常

時、周囲の見張りを適切に行うこと。 

・船長は、海面反射等の影響で見張りに支障を来す場合、サングラ

スを活用すること。 

 ・船舶所有者は、新たに船舶を建造する場合には、その設計、建造

に際し、できる限り船首方の視界を確保するように留意するこ

と。 

 ・船長は、漂泊中であっても、他船が自船を避けてくれると期待せ

ず、接近する他船を認めた場合はその動きを正確に観察し、余裕

がある時機に機関を用いて移動するなど、衝突を避けるための措

置を講じること。 

 ・長さ１２ｍ未満の船舶は、汽笛及び号鐘を備えていない場合、携

帯式エアホーン等を備えて有効な音響による注意喚起を行うなど

衝突を避けるための措置を講じておくこと。 

・小型の船舶は、レーダーに映りにくいのでレーダー反射器を操船

の邪魔にならない場所に掲げたり、３ｍ以上の高さのポール等を

使用して目印となる旗を掲げたりするなどして、他船からの視認

性を高める工夫をすることが望ましい。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鹿児島県 

 事故発生場所 

（令和３年３月６日 １４時１５分ごろ発生） 
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写真１ Ａ船 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

写真２ 衝突時の状況 
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